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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像及び音声データを含むデータを所定のビットレートで伝送する無線通信装置におい
て、
　通信状態を検出する通信状態検出手段と、
　複数の伝送レートと再送回数とを組み合わせた設定値を記憶する設定値記憶手段と、
　前記検出された通信状態に基づいて、前記設定値記憶手段に記憶された設定値を選択し
、該選択した設定値に基づく伝送レート及び再送回数を設定する伝送レート設定手段とを
備え、
　前記伝送レート設定手段は、
　前記通信状態検出手段によって検出された通信状態が所定の基準を満たさない場合に、
伝送レートを現在の設定値における伝送レートよりも低く、再送回数を現在の設定値にお
ける再送回数よりも多くなるように設定することを特徴とする無線通信装置。
【請求項２】
　前記通信状態検出手段は、
　受信電波の電界強度、又はエラー率、又はエラー率に基づく再送要求回数により通信状
態を検出することを特徴とする請求項１記載の無線通信装置。
【請求項３】
　前記通信状態検出手段は、
　通信リンクが確立された無線通信装置間の通信状態を検出することを特徴とする請求項
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１又は２に記載の無線通信装置。
【請求項４】
　前記映像及び音声データは、ＭＰＥＧ符号化方式に準拠したＭＰＥＧストリームにより
伝送されることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の無線通信装置。
【請求項５】
　映像及び音声データを含むデータを所定のビットレートで送信する送信機において、
　データ伝送先からのエラー情報を受信する受信手段と、
　複数の伝送レートと再送回数とを組み合わせた設定値を記憶する設定値記憶手段と、
　送信されたエラー情報に基づいて、前記設定値記憶手段に記憶された設定値を選択し、
該選択した設定値に基づく伝送レート及び再送回数を設定する伝送レート設定手段と、
　前記設定値に基づく伝送レート及び再送回数で映像及び音声データを送信する送信手段
とを備え、
　前記伝送レート設定手段は、
　前記受信手段によって受信されたエラー情報から、通信状態が所定の基準を満たさない
と判断した場合に、伝送レートを現在の設定値における伝送レートよりも低く、再送回数
を現在の設定値における再送回数よりも多くなるように設定することを特徴とする送信機
。
【請求項６】
　映像及び音声データを含むデータを所定のビットレートで送受信する送信機と受信機か
らなる無線通信システムにおいて、
　前記受信機は、
　前記送信機から送信される映像及び音声データを受信する第１の受信手段と、
　受信データのエラーを判定するエラー判定手段と、
　判定したエラー情報を前記送信機に送信する第１の送信手段とを備え、
　前記送信機は、
　前記受信機から送信されるエラー情報を受信する第２の受信手段と、
　複数の伝送レートと再送回数とを組み合わせた設定値を記憶する設定値記憶手段と、
　前記受信機から送信されたエラー情報に基づいて、前記設定値記憶手段に記憶された設
定値を選択し、該選択した設定値に基づく伝送レート及び再送回数を設定する伝送レート
設定手段と、
　前記設定値に基づく伝送レート及び再送回数で映像及び音声データを送信する第２の送
信手段とを備え、
　前記伝送レート設定手段は、
　前記第２の受信手段によって受信されたエラー情報から、通信状態が所定の基準を満た
さないと判断した場合に、伝送レートを現在の設定値における伝送レートよりも低く、再
送回数を現在の設定値における再送回数よりも多くなるように設定することを特徴とする
無線通信システム。
【請求項７】
　映像及び音声データを含むデータを所定のビットレートで送受信する送信機と受信機か
らなる無線通信システムにおいて、
　前記受信機は、
　前記送信機から送信される映像及び音声データを受信する第１の受信手段と、
　受信データの電界強度を判定する電界強度判定手段と、
　判定した電界強度をエラー情報として前記送信機に送信する第１の送信手段とを備え、
　前記送信機は、
　前記受信機から送信されるエラー情報を受信する第２の受信手段と、
　複数の伝送レートと再送回数とを組み合わせた設定値を記憶する設定値記憶手段と、
　前記受信機から送信されたエラー情報に基づいて、前記設定値記憶手段に記憶された設
定値を選択し、該選択した設定値に基づく伝送レート及び再送回数を設定する伝送レート
設定手段と、
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　前記設定値に基づく伝送レート及び再送回数で映像及び音声データを送信する第２の送
信手段とを備え、
　前記伝送レート設定手段は、
　前記第２の受信手段によって受信されたエラー情報から、通信状態が所定の基準を満た
さないと判断した場合に、伝送レートを現在の設定値における伝送レートよりも低く、再
送回数を現在の設定値における再送回数よりも多くなるように設定することを特徴とする
無線通信システム。
【請求項８】
　前記伝送レート設定手段は、
　前記第２の受信手段によって受信されたエラー情報が、最大再送回数でデータを再送し
てエラーが修正されなかったことを示す情報である場合に、通信状態が所定の基準を満た
さないと判断し、伝送レートを現在の設定値における伝送レートよりも低く、再送回数を
現在の設定値における再送回数よりも多くなるように設定することを特徴とする請求項６
又は７に記載の無線通信システム。
【請求項９】
　前記伝送レート設定手段は、
　前記第２の受信手段によって受信されたエラー情報が、受信機側で検出された電界強度
が、エラーが発生しやすい所定レベル以下であることを示す情報である場合に、通信状態
が所定の基準を満たさないと判断し、伝送レートを現在の設定値における伝送レートより
も低く、再送回数を現在の設定値における再送回数よりも多くなるように設定することを
特徴とする請求項６又は７に記載の無線通信システム。
【請求項１０】
　前記伝送レート設定手段は、
　前記第２の受信手段によって受信されたエラー情報が、受信機側で受信したデータのエ
ラーレートが、映像や音声に影響を与える所定レベルであることを示す情報である場合に
、通信状態が所定の基準を満たさないと判断し、伝送レートを現在の設定値における伝送
レートよりも低く、再送回数を現在の設定値における再送回数よりも多くなるように設定
することを特徴とする請求項６又は７に記載の無線通信システム。
【請求項１１】
　前記伝送レート設定手段は、
　前記第２の受信手段によって受信されたエラー情報が、受信機側で検出されたエラーレ
ートが急激に増加したことを示す情報、及び／又は電界強度が急激に低下したことを示す
情報である場合、伝送レートを最下位ランクまで下げることを特徴とする請求項６又は７
に記載の無線通信システム。
【請求項１２】
　前記伝送レート設定手段は、
　前記第２の受信手段によって受信されたエラー情報が、受信機側で検出されたエラーレ
ートが徐々に増加したことを示す情報、及び／又は電界強度が徐々に低下したことを示す
情報である場合、伝送レートを所定ランクずつ下げることを特徴とする請求項６又は７に
記載の無線通信システム。
【請求項１３】
　前記伝送レート設定手段は、
　前記第２の受信手段によって受信されたエラー情報が、受信機側で検出されたエラーレ
ートが妨害なしレベルにあることを示す情報、及び／又は電界強度が妨害なしレベルにあ
ることを示す情報である場合、伝送レートを最上位ランクまで上げることを特徴とする請
求項６乃至１２のいずれか一項に記載の無線通信システム。
【請求項１４】
　前記伝送レート設定手段は、
　前記第２の受信手段によって受信されたエラー情報が、受信機側で検出されたエラーレ
ートが徐々に低下したことを示す情報、及び／又は電界強度が徐々に増加したことを示す
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情報である場合、伝送レートを所定ランクずつ上げることを特徴とする請求項６乃至１２
のいずれか一項に記載の無線通信システム。
【請求項１５】
　複数の無線通信装置を無線ネットワークを通じて接続するワイヤレスＡＶシステムであ
って、
　前記無線通信装置は、請求項６乃至１４のいずれか一項に記載の無線通信システムであ
ることを特徴とするワイヤレスＡＶシステム。
【請求項１６】
　前記無線通信システムは、表示装置と、放送受信用チューナを有し、前記表示装置に映
像及び音声データを伝送するセンタ装置とからなるテレビジョン受信機であることを特徴
とする請求項１５記載のワイヤレスＡＶシステム。
【請求項１７】
　映像及び音声データを含むデータを所定のビットレートで伝送する無線伝送方法におい
て、
　通信状態を検出する第１ステップと、
　複数の伝送レートと再送回数とを組み合わせた設定値を設定値記憶手段に記憶する第２
ステップと、
　検出された通信状態に基づいて、前記設定値を選択し、該選択した設定値に基づく伝送
レート及び再送回数を設定する第３ステップとを有し、
　前記第３ステップにおいて、前記第１ステップによって検出された通信状態が所定の基
準を満たさない場合に、伝送レートを現在の設定値における伝送レートよりも低く、再送
回数を現在の設定値における再送回数よりも多くなるように設定することを特徴とする無
線伝送方法。
【請求項１８】
　映像及び音声データを含むデータを所定のビットレートで伝送する無線伝送方法におい
て、
　通信状態を検出する第１ステップと、
　複数の伝送レートと再送回数とを組み合わせた設定値を設定値記憶手段に記憶する第２
ステップと、
　検出された通信状態に基づいて、前記設定値を選択し、該選択した設定値に基づく伝送
レート及び再送回数を設定する第３ステップとを含み、
　前記第３ステップにおいて、前記第１ステップによって検出された通信状態が所定の基
準を満たさない場合に、伝送レートを現在の設定値における伝送レートよりも低く、再送
回数を現在の設定値における再送回数よりも多くなるように設定する処理をコンピュータ
に実行させるためのプログラム。
【請求項１９】
　映像及び音声データを含むデータを所定のビットレートで伝送する無線伝送方法におい
て、
　通信状態を検出する第１ステップと、
　複数の伝送レートと再送回数とを組み合わせた設定値を設定値記憶手段に記憶する第２
ステップと、
　検出された通信状態に基づいて、前記設定値を選択し、該選択した設定値に基づく伝送
レート及び再送回数を設定する第３ステップとを含み、
　前記第３ステップにおいて、前記第１ステップによって検出された通信状態が所定の基
準を満たさない場合に、伝送レートを現在の設定値における伝送レートよりも低く、再送
回数を現在の設定値における再送回数よりも多くなるように設定する処理をコンピュータ
に実行させるためのプログラムを記録したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な
記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、無線通信装置、無線通信システム、ワイヤレスＡＶシステム、無線伝送方法
並びに動作制御プログラム及びそのプログラムを記録した記録媒体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットの爆発的な普及に伴い、オフィス、家庭等で、ＬＡＮ（Local Ar
ea Network）を構築するケースが増えてきている。デジタル無線通信技術の進歩も手伝い
、ケーブル配線の煩わしさから、無線でＬＡＮを構築する、いわゆるワイヤレスＬＡＮの
ニーズも非常に高まっており、さらに、ノート型パソコンに代表される移動端末での移動
環境下における、使用が可能であることも手伝い、将来的には、かなりの数の普及台数が
期待されている。
【０００３】
　このワイヤレスＬＡＮの代表的な技術としては、既に、ＩＥＥＥ（Institute of Elect
rical and Electronics Engineers）において、標準化されている、ＩＥＥＥ８０２．１
１がある。この標準化された技術は、ＯＳＩモデルにおける、物理層から、データリンク
の下位層であるＭＡＣ（Media Access Control：媒体アクセス制御）層までを規定してお
り、有線のＬＡＮ伝送路である、イーサネット（登録商標）と置きかえることができ、さ
らに、ワイヤレスであるが故の付加機能として、ローミング（roaming）機能も提供でき
る仕様になっている。
【０００４】
　また、家庭内においても、無線伝送機器の利用が増加し、映像や音声といった、ビデオ
信号系のものまで、デジタル化されて、無線により、固定された送信機から、移動可能な
受信機へ送られ、視聴されることが増えてきている。その一方で、無免許で利用可能な周
波数帯域は限られているため、無線機器、あるいは電磁波放射機器間での、相互妨害も増
加しており、無線機器を製品化する際に、ほかの無線機器、あるいは電磁波放射機器から
の妨害に、いかに対応するかが重要となっている。
【０００５】
　妨害対策としては、特許文献１には、音声の可変ビットレートにおける圧縮において、
受信環境におけるノイズが増加してもデータ誤りによる受信データの廃棄の確率を低減で
きるようにする音声データ通信装置が開示されている。
【０００６】
　図１２は、特許文献１記載の音声データ通信装置の構成を示す図である。
【０００７】
　図１２において、音声データ送信装置２００から送出された音声データを受信する音声
データ受信装置２０１Ａにおいて、ＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）ビット判定器２
０１Ｅにより受信データのエラーを検出し、エラーレート判定器２０１Ｆで判定したエラ
ーレートに応じて送信側におけるデータ圧縮率と再送回数を指定するメッセージを再送指
示メッセージ生成器２０１Ｇで生成して音声データ送信装置２００に送出する。それを受
けて符号器２１３では指示された圧縮率で圧縮し、ＣＲＣビット生成器２１４でＣＲＣビ
ットを付加して圧縮データパケットを生成し、データバッファに格納する。一方、再送カ
ウンタ２１６はメッセージにより指示された回数をカウントしてその回数だけデータバッ
ファ２１５の圧縮データパケットを読み出して１フレーム内に配列し、送信器２１９から
送出する。
【特許文献１】特開平７－２８３７５７号公報（１９９５年１０月２７日公開）（図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、このような従来の無線通信機器にあっては、圧縮法として、可変ビット
レートを想定しているため、毎データパケット送信ごとにエラーレートに応じて圧縮率及
び再送回数を変化させる必要がある。このため、通信状態が悪化した場合に、データの品
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質を一定に維持することが難しく、結果として、送信する映像や音声全体の品質を下げる
ことになる。
【０００９】
　本発明は、上記の問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、通信状態が悪化した
場合であっても、映像及び音声データの劣化を最小限に抑えて、送信する映像や音声全体
の品質を下げないでデータ通信を行うことができる無線通信装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の無線通信装置は、映像及び音声データを含むデータを所定のビットレートで伝
送する無線通信装置において、通信状態を検出する通信状態検出手段と、複数の伝送レー
トと再送回数とを組み合わせた設定値を記憶する設定値記憶手段と、前記検出された通信
状態に基づいて、前記設定値記憶手段に記憶された設定値を選択し、該選択した設定値に
基づく伝送レート及び再送回数を設定する伝送レート設定手段とを備えることを特徴とし
ている。
【００１１】
　より好ましい具体的な態様として、前記通信状態検出手段は、受信電波の電界強度、又
はエラー率、又はエラー率に基づく再送要求回数により通信状態を検出するものである。
【００１２】
　前記通信状態検出手段は、通信リンクが確立された無線通信装置間の通信状態を検出す
るものであってもよい。
【００１３】
　また、前記映像及び音声データは、ＭＰＥＧ符号化方式に準拠したＭＰＥＧストリーム
により伝送されるものであってもよい。
【００１４】
　本発明の送信機は、映像及び音声データを含むデータを所定のビットレートで送信する
送信機において、データ伝送先からのエラー情報を受信する受信手段と、複数の伝送レー
トと再送回数とを組み合わせた設定値を記憶する設定値記憶手段と、送信されたエラー情
報に基づいて、前記設定値記憶手段に記憶された設定値を選択し、該選択した設定値に基
づく伝送レート及び再送回数を設定する伝送レート設定手段と、前記設定値に基づく伝送
レート及び再送回数で映像及び音声データを送信する送信手段とを備えることを特徴とし
ている。
【００１５】
　本発明の受信機は、所定のビットレートで送信された映像及び音声データを受信する受
信機において、映像及び音声データを受信する受信手段と、受信データのエラーを判定す
るエラー判定手段と、判定したエラー情報をデータ送信元に送信する送信手段とを備える
ことを特徴としている。
【００１６】
　前記エラー判定手段は、受信データの電界強度を判定し、前記送信手段は、前記エラー
判定手段により判定した電界強度をエラー情報として送信するものであってもよい。
【００１７】
　本発明の無線通信システムは、映像及び音声データを含むデータを所定のビットレート
で送受信する送信機と受信機からなる無線通信システムにおいて、前記受信機は、前記送
信機から送信される映像及び音声データを受信する第１の受信手段と、受信データのエラ
ーを判定するエラー判定手段と、判定したエラー情報を前記送信機に送信する第１の送信
手段とを備え、前記送信機は、前記受信機から送信されるエラー情報を受信する第２の受
信手段と、複数の伝送レートと再送回数とを組み合わせた設定値を記憶する設定値記憶手
段と、前記受信機から送信されたエラー情報に基づいて、前記設定値記憶手段に記憶され
た設定値を選択し、該選択した設定値に基づく伝送レート及び再送回数を設定する伝送レ
ート設定手段と、前記設定値に基づく伝送レート及び再送回数で映像及び音声データを送
信する第２の送信手段とを備えることを特徴としている。
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【００１８】
　本発明の無線通信システムは、映像及び音声データを含むデータを所定のビットレート
で送受信する送信機と受信機からなる無線通信システムにおいて、前記受信機は、前記送
信機から送信される映像及び音声データを受信する第１の受信手段と、受信データの電界
強度を判定する電界強度判定手段と、判定した電界強度をエラー情報として前記送信機に
送信する第１の送信手段とを備え、前記送信機は、前記受信機から送信されるエラー情報
を受信する第２の受信手段と、複数の伝送レートと再送回数とを組み合わせた設定値を記
憶する設定値記憶手段と、前記受信機から送信されたエラー情報に基づいて、前記設定値
記憶手段に記憶された設定値を選択し、該選択した設定値に基づく伝送レート及び再送回
数を設定する伝送レート設定手段と、前記設定値に基づく伝送レート及び再送回数で映像
及び音声データを送信する第２の送信手段とを備えることを特徴としている。
【００１９】
　より好ましい具体的な態様として、前記伝送レート設定手段は、最大再送回数でデータ
を再送してエラーが修正されなかった場合に、伝送レートを下げるとともに、再送回数を
増やすものである。
【００２０】
　より好ましい具体的な態様として、前記伝送レート設定手段は、受信機側で検出された
電界強度が、エラーが発生しやすい所定レベル以下であった場合に、伝送ビットレートを
下げるとともに、再送回数を増やすものである。
【００２１】
　より好ましい具体的な態様として、前記伝送レート設定手段は、受信機側で受信したデ
ータのエラーレートが、映像や音声に影響を与える所定レベルであった場合に、伝送レー
トを下げるとともに、再送回数を増やすものである。
【００２２】
　より好ましい具体的な態様として、前記伝送レート設定手段は、受信機側で検出された
エラーレートが急激に増加した場合、及び／又は電界強度が急激に低下した場合、伝送レ
ートを最下位ランクまで下げるものである。
【００２３】
　より好ましい具体的な態様として、前記伝送レート設定手段は、受信機側で検出された
エラーレートが徐々に増加した場合、及び／又は電界強度が徐々に低下した場合、伝送レ
ートを所定ランクずつ下げるものである。
【００２４】
　より好ましい具体的な態様として、前記伝送レート設定手段は、受信機側で検出された
エラーレートが妨害なしレベルにある場合、及び／又は電界強度が妨害なしレベルにある
場合、伝送レートを最上位ランクまで上げるものである。
【００２５】
　より好ましい具体的な態様として、前記伝送レート設定手段は、受信機側で検出された
エラーレートが徐々に低下した場合、及び／又は電界強度が徐々に増加した場合、伝送レ
ートを所定ランクずつ上げるものである。
【００２６】
　本発明のワイヤレスＡＶシステムは、複数の無線通信装置を無線ネットワークを通じて
接続するワイヤレスＡＶシステムであって、前記無線通信装置は、請求項８乃至１６のい
ずれか一項に記載の無線通信システムであることを特徴としている。
【００２７】
　前記無線通信システムは、表示装置と、放送受信用チューナを有し、前記表示装置に映
像及び音声データを伝送するセンタ装置とからなるテレビジョン受信機であってもよい。
【００２８】
　本発明の無線伝送方法は、映像及び音声データを含むデータを所定のビットレートで伝
送する無線伝送方法において、通信状態を検出するステップと、複数の伝送レートと再送
回数とを組み合わせた設定値を記憶するステップと、検出された通信状態に基づいて、前
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記設定値を選択し、該選択した設定値に基づく伝送レート及び再送回数を設定するステッ
プとを有することを特徴としている。
【００２９】
　また、本発明は、映像及び音声データを含むデータを所定のビットレートで伝送する無
線伝送方法において、通信状態を検出するステップと、複数の伝送レートと再送回数とを
組み合わせた設定値を記憶するステップと、検出された通信状態に基づいて、前記設定値
を選択し、該選択した設定値に基づく伝送レート及び再送回数を設定するステップ処理を
コンピュータに実行させるためのプログラムである。
【００３０】
　さらに、本発明は、映像及び音声データを含むデータを所定のビットレートで伝送する
無線伝送方法において、通信状態を検出するステップと、複数の伝送レートと再送回数と
を組み合わせた設定値を記憶するステップと、検出された通信状態に基づいて、前記設定
値を選択し、該選択した設定値に基づく伝送レート及び再送回数を設定するステップ処理
をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したことを特徴とするコンピュータ
読み取り可能な記録媒体である。
【発明の効果】
【００３１】
　以上、詳述したように、本発明によれば、固定ビットレート無線伝送による画像や音声
などの伝送中に、周囲からの妨害などにより、エラーが発生し、画像や音声に乱れが生じ
た際、一時的に自動で伝送ビットレートを下げ、エラーデータの最大再送回数を増やすこ
とにより、エラー耐性を強化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の好適な無線通信装置の実施の形態について詳細
に説明する。
【００３３】
　〔実施の形態１〕
　本発明の一実施の形態について説明すれば、以下の通りである。図１は、本発明の第１
の実施の形態の無線通信装置の動作概要を示す図である。
【００３４】
　本実施の形態に係る無線通信装置は、図１に示すように、映像・音声データを送信する
映像・音声送信機１、映像・音声送信機１からの映像・音声データを受信する映像・音声
受信機２、伝送する映像・音声データを映像・音声送信機１に供給するビデオソース３、
伝送された映像・音声データを表示するモニタ４を備えて構成される。
【００３５】
　上記映像・音声送信機１は、映像・音声の無線伝送において、入力されたビデオ信号を
、アナログの場合デジタル化し、符号化を行い、符号化された映像・音声のデータを送り
、受信機側からさまざまなエラー情報を受信し、ビットレート、及び再送回数を指定する
。
【００３６】
　上記映像・音声受信機２は、映像・音声の無線伝送において、符号化された映像・音声
のデータを受け取り、そのデータからエラー、エラーレート、電界強度の映像・音声に与
えるレベルを判定してその判定結果を送信機側へ送信、また受信した符号化された映像・
音声データを復号し、外部モニタ４などに出力する。
【００３７】
　図２は、本無線通信装置の構成を示す概略ブロック図である。
【００３８】
　図２において、映像・音声送信機１は、ビデオソース３から入力される映像・音声の入
力部５と、符号化された映像・音声データを受信機側に無線により送信する送信部６（送
信手段，第２の送信手段）と、入力部５に入力された信号を符号化する符号化部７と、映
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像・音声受信機２側から送られてきたエラー情報により、ビットレート及び最大再送回数
を設定するビットレート・再送回数設定部８（設定値記憶手段，伝送レート設定手段）と
、データを送信した際、映像・音声受信機２側から送られてくるエラー情報により同じデ
ータを何度再送したかをカウントする再送回数カウント部９と、映像・音声受信機２側か
ら送られてくるエラー情報を受信する受信部１０（受信手段，第２の受信手段）とを備え
て構成される。
【００３９】
　上記ビットレート・再送回数設定部８は、複数の伝送レートと再送回数とを組み合わせ
た設定値を予めテーブル形式で記憶するとともに、映像・音声受信機２から送信されたエ
ラー情報に基づいて記憶された設定値を選択し、該選択した設定値に基づく伝送レート及
び再送回数を設定する。
【００４０】
　上記符号化部７、ビットレート・再送回数設定部８、及び再送回数カウント部９は、例
えば、マイクロコンピュータにより構成され、ソフトウェアによりデータ伝送機能が実現
される。また、符号化部７は例えばＭＰＥＧデコーダのように別個の電子部品として構成
してもよい。
【００４１】
　一方、映像・音声受信機２は、映像・音声送信機１側から送られてくる符号化された映
像・音声データを受信する受信部１１（受信手段，第１の受信手段）と、映像・音声送信
機１側から送られてきた映像・音声信号を外部に出力する出力部１２と、映像・音声送信
機１側から送られてきた符号化された、映像・音声信号を復号する復号部１３と、映像・
音声送信機１側から送られてきた映像・音声データにエラーがあるかないかを判定するエ
ラー判定部１４（通信状態検出手段，エラー判定手段）と、映像・音声送信機１側から送
られてきた映像・音声データのエラーレートを判定するエラーレート判定部１５（通信状
態検出手段，エラー判定手段）と、映像・音声送信機１側から送られてきた映像・音声デ
ータの電界強度を判定する電界強度判定部１６（通信状態検出手段，電界強度判定手段）
と、映像・音声送信機１側から送られてきた映像・音声データについて、エラー判定部１
４、エラーレート判定部１５、又は電界強度判定部１６において、映像・音声データの再
送の必要性及び最大再送回数を増加させる必要性がある場合、これらのエラー情報を映像
・音声送信機１側に送信する送信部１７（送信手段，第１の送信手段）とを備えて構成さ
れる。
【００４２】
　上記復号部１３、エラー判定部１４、エラーレート判定部１５、及び電界強度判定部１
６は、例えば、マイクロコンピュータにより構成され、ソフトウェアによりデータ伝送機
能が実現される。また、復号部１３も映像・音声送信機１の符号化部７と同様に例えばＭ
ＰＥＧエンコーダのように別個の電子部品として構成してもよい。
【００４３】
　以下、上述のように構成された無線通信装置の動作を説明する。
【００４４】
　まず、本無線通信装置の全体動作について述べる。
【００４５】
　図１に示すように、映像・音声信号は、ビデオソース３より映像・音声送信機１に入力
され、無線伝送により、映像・音声受信機２に伝送され、モニタ４に出力される。
【００４６】
　映像・音声受信機２では、映像・音声送信機１と映像・音声受信機２間の伝送中に、周
囲からの該当する周波数帯の妨害を受け、データにエラーが発生したとき、及び／又はエ
ラーレートが画像・音声に影響を与えるほど低いときなど、受信電界強度が画像・音声に
影響を与えるほど低いものであることを判定し、この判定をした場合には映像・音声受信
機２にそのエラー情報を送信する。映像・音声送信機１では、映像・音声受信機２側から
のエラー情報を受けてビットレートを下げ、再送回数を増やすことにより、エラー耐性を
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強くする。
【００４７】
　次に、本無線通信装置の具体的動作について述べる。
【００４８】
　ビデオソース３から映像・音声送信機１に入力された映像・音声信号は、図２に示すよ
うに、映像・音声送信機１の入力部５に入力され、符号化部７で、無線伝送に適したデジ
タル圧縮信号に符号化されて送信部６に送られ、無線伝送により、映像・音声受信機２に
送信される。伝送された映像・音声信号は、映像・音声受信機２の受信部１１により受信
され、復号部１３で復号された後、出力部１２よりモニタ４に出力される。ここで、受信
機２側の受信部１１に入力された符号化された映像・音声信号は、復号される信号とは別
の経路でエラー判定部１４、エラーレート判定部１５、及び電界強度判定部１６に送られ
る。
【００４９】
　上記エラー判定部１４では、受信したデータのエラーを判定し、エラー判定したときに
はエラーのあったデータを再送する必要があるため、映像・音声受信機２の送信部１７よ
り、再送要求を映像・音声送信機１側へ送信し、映像・音声送信機１側の再送回数カウン
ト部９で再送回数をカウントすると共に、エラーのあったデータが、再度送信部６より映
像・音声受信機２側へ再送される。再送によってもエラーが生じたときは、この流れを所
定回数繰り返す。再送回数カウント部９では、この再送回数をカウントする。設定された
最大再送回数再送を行っても、エラーが修正されないときは、ビットレート・再送回数設
定部８がビットレートを変更し、最大再送回数を増加させることにより、エラーが生じな
いようにする。
【００５０】
　また、上記エラーレート判定部１５で、映像及び音声に、見るに堪えない、あるいは、
聞くに堪えないレベルのエラーがあると判定されたとき、その情報を、映像・音声受信機
２の送信部１７より映像・音声送信機１側へ送信し、映像・音声送信機１のビットレート
・再送回数設定部８では、ビットレートを変更し、最大再送回数を増加させることにより
、エラーレートを高めてエラーが発生しないようにする。このような見るに堪えない、あ
るいは、聞くに堪えないレベルのエラーであることは、あらかじめ実験等により算出され
たエラーレートレベルとの比較により判定される。このエラーレートレベルは、複数あっ
てもよい。また、ユーザの指示により限界レベルを選択できる構成としてもよい。
【００５１】
　また、上記電界強度判定部１６で、映像及び音声、見るに堪えない、あるいは聞くに堪
えないレベルのエラーを与えるレベルの電界強度であると判定されたとき、映像・音声受
信機２の送信部１７より、その情報を、映像・音声送信機１側へ送信し、ビットレート・
再送回数設定部８では、ビットレートを変更し、最大再送回数を増加させることにより、
電界強度が低い状態でも、エラーが生じないようにする。エラーレートの場合と同様に、
受信信号が見るに堪えない、あるいは、聞くに堪えない電界強度であることは、あらかじ
め実験等により受信電界強度との比較により判定される。
【００５２】
　上記のエラー判定部１４、エラーレート判定部１５、電界強度判定部１６によって、エ
ラー情報を生成するエラー情報生成部１８を構成している。なお、これら、３つの部は少
なくとも一つあればエラー情報として使用することができるが、好ましくは２つの部ある
いは３つの部全ての情報を用いてエラー情報を生成した方が適切なエラー情報となる。
【００５３】
　また、ビットレートを下げ、再送回数を増やすことにより、エラーが発生しなくなった
ときは、妨害の発生がまだ続いているかを確認するために、一定時間ごとにビットレート
をあげ、最大再送回数を増やすことにより、それぞれ、新設定の最大再送回数で再びエラ
ーが起きないか、エラーレートは低くないか、又は電界強度は低くないかを確認し、問題
がなければ、元のビットレート及び最大再送回数の設定値に戻る。
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【００５４】
　この動作を繰り返すことにより、本無線通信装置に周囲より妨害があった場合でも、映
像・音声に乱れを生じさせることなく、スムーズにビットレートを下げ、再送回数を増や
すことにより、見るに耐えうる画質・音声の伝送を確保することが可能である。
【００５５】
　つまり、本願発明の特徴部分である妨害発生時に、一時的にビットレートを下げて、妨
害が無くなったときに、再びビットレートを上げるような処理を行えば、必要最小限の画
像劣化で済むことになり、結果として、高品質の映像及び音声データを受信することが可
能となる。
【００５６】
　図３～図５は、上述した本無線通信装置の動作を示すフローチャートであり、図３及び
図４は、映像・音声受信機２側の無線伝送レート変更動作を、図５は、映像・音声送信機
１側の無線伝送レート変更動作をそれぞれ示す。図中、Ｓはフローの各ステップを示す。
【００５７】
　図３の映像・音声受信機２側のフローにおいて、まず、受信データから映像・音声送信
機１と映像・音声受信機２間の通信状態を検出する（ステップＳ１）。
【００５８】
　次に、検出した通信状態を基にエラー情報を作成する（ステップＳ２）。
【００５９】
　次いで、作成したエラー情報を送信部１７により映像・音声送信機１に送信して本フロ
ーを終了する（ステップＳ３）。
【００６０】
　図４は、通信状態検出のサブルーチンであり、図３のステップＳ１の処理に対応する。
【００６１】
　まず、エラーレート判定部１５により受信データのエラーレートを判定する（ステップ
Ｓ１１）。
【００６２】
　次に、エラー判定部１４により再送回数データを基に受信したデータのエラーを判定す
る（ステップＳ１２）。
【００６３】
　次いで、電界強度判定部１６により受信信号の電界強度を判定（ステップＳ１３）し、
図３のステップＳ１に戻る。
【００６４】
　上記の３つのステップＳ１１～ステップＳ１３は、少なくとも一つのステップを実行す
れば、図３に示すステップＳ２において、エラー情報生成部（エラー情報生成手段）１８
によってエラー情報を生成することが可能である。
【００６５】
　例えば、判定したエラーレートのみであってもエラー情報を作成することができるし、
判定したエラーのみであってもエラー情報を作成することができるし、判定した受信信号
の電界強度のみであってもエラー情報を作成することができる。また、エラーレートとエ
ラーの組み合わせ、エラーレートと受信信号の電界強度の組み合わせ、エラーと受信信号
の電界強度の組み合わせ、エラーレート、エラー、受信信号の電界強度の３つの組み合わ
せであってエラー情報を作成することができる。
【００６６】
　また、上記のステップＳ１１～ステップＳ１３における判定は、受信機２側において映
像及び音声データを再生した場合、見るに堪えない、あるいは聞くに堪えないレベルのエ
ラーであることを判定する。この判定は、エラーの程度に応じて複数の判定レベル（例え
ば、第１の判定レベル、第２の判定レベル）を持つものでもよい。また、各エラーの判定
基準にそれぞれ差を設けてもよく、また判定に優先順位を設けてもよい。このような場合
、判定レベルに応じたエラー情報を作成して映像・音声送信機１側に送信することが好ま
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しい。
【００６７】
　図５は、映像・音声送信機１側の動作の流れを示すフローチャートである。
【００６８】
　まず、映像・音声受信機２側から送信されたエラー情報を受信する（ステップＳ２１）
。
【００６９】
　続いて、受信したエラー情報から最大再送回数再送でもエラー修正が不可であるか否か
を判定する（ステップＳ２２）。ここで、エラー修正が可能であると判定された場合、ス
テップＳ２３で映像・音声受信機２側受信電界強度が低レベルか否かを判別する。
【００７０】
　ステップＳ２３において、電界強度が低レベルでなないと判定されれば、ステップＳ２
４で受信機２側受信エラーレートが高レベルか否かを判別する。
【００７１】
　一方、上記ステップＳ２２において、最大再送回数再送でもエラー修正が不可であると
判定された場合、上記ステップＳ２３で受信電界強度が低レベルと判定された場合、ある
いは、上記ステップＳ２４で受信エラーレートが高レベルと判定された場合は、ステップ
Ｓ２５で受信したエラー情報に基づいてビットレートと再送回数を設定する。
【００７２】
　ここで、妨害の多い環境で無線による画像や音声などの伝送中にエラーが発生し、設定
された最大再送回数分データを再送しても正常なデータが送信できなかった場合であり、
このような場合にはビットレート・再送回数設定部８によりビットレート（伝送レート）
を下げ、再送回数を増やすことによりエラー耐性を強化するものである。
【００７３】
　したがって、上記ステップＳ２５におけるビットレートと再送回数の設定は、ビットレ
ートを下げ、再送回数を増やす設定となる。このエラー情報に基づくビットレート及び再
送回数の設定の具体例については、第２及び第３の実施の形態により後述する。
【００７４】
　上記ステップＳ２４で受信エラーレートが高レベルでないと判断された場合には、ステ
ップＳ２６で元のビットレートと最大再送回数の設定値に戻してステップＳ２７に移行す
る。
【００７５】
　ステップＳ２７では、設定されたビットレートと再送回数によりデータを映像・音声受
信機２に送信して本フローを終了する。
【００７６】
　このように、動画・音声などのリアルタイム伝送においては、当初より、妨害のない状
態で綺麗な映像及び映像が復号できるビットレートと再送回数、及び低ビットレートなが
ら、映像や音声が見るに耐えうるレベルであるビットレートと再送回数の組み合わせなど
、数パターン設定しておき、通常時は最高ビットレートで固定ビットレート伝送を行い、
妨害発生時のみ、一時的にビットレートを下げ、再送回数を増やす制御を行うものである
。
【００７７】
　以上説明したように、本実施の形態に係る無線通信装置は、映像・音声受信機２が、映
像・音声データを受信する受信部１１、映像・音声データのエラーを判定するエラー判定
部１４、映像・音声データのエラーレートを判定するエラーレート判定部１５、映像・音
声データの電界強度を判定する電界強度判定部１６、及びエラー情報を送信する送信部１
７を備え、映像・音声送信機１が、映像・音声データを送信する送信部６、エラー情報に
よりビットレート及び最大再送回数を設定するビットレート・再送回数設定部８、同じデ
ータを何度再送したかをカウントする再送回数カウント部９、及びエラー情報を受信する
受信部１０を備えて構成したので、周囲からの妨害を受けた際に、あらかじめ設定された
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数種類のビットレートと再送回数の組み合わせ設定値の範囲内で、自動的にビットレート
を下げ、再送回数を増やすことにより、妨害に対する耐性を高めた、ビットレート及び再
送回数自動変更機能を実現することができる。
【００７８】
　すなわち、映像・音声などの伝送において、使用周波数帯に妨害の多い環境では、妨害
により、映像や音声が停止することが問題となる。特許文献１では、受信環境におけるノ
イズが増加してもデータ誤りによる受信データの廃棄の確率を低減できるようにする装置
が開示されている。
【００７９】
　しかしながら、特許文献１記載の装置は、毎データパケット送信ごとにエラーレートに
より圧縮率及び再送回数を変化、また、受信したデータのエラーレートが大きくなるほど
圧縮率と再送回数とを大きくするように要求するものであり、エラーは減少するものの、
映像などは、見るに堪えないものとなってしまう可能性があった。これに対して、本実施
の形態では、映像や音声伝送に必要なビットレートを常に確保する固定ビットレート伝送
を実現しながら、妨害時のみ、妨害によるエラーを瞬時に判断し、映像や音声に目に見え
うる妨害を与える前に、一時的にビットレートを下げ再送回数を増やすことにより、妨害
のないときには、常に綺麗な映像・音声を再現しつつ、妨害発生時にも、やや画質・音質
を落とすだけで、あからさまな妨害を最小限に抑えることが可能である。
【００８０】
　〔実施の形態２〕
　本発明の他の実施の形態について説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態
では、本無線通信装置のビットレート及び再送回数変更方法について説明する。ハード的
構成については、前記実施の形態１で説明した図１及び図２と同様であるため詳細な説明
は省略する。
【００８１】
　図６は、本実施の形態に係る無線通信装置の映像・音声送信機１側の無線伝送レート変
更動作を示すフローチャートである。図２のビットレート・再送回数設定部８及び再送回
数カウント部９を構成するマイクロコンピュータ等により実行される。図５と同一処理を
行うステップには同一ステップ番号を付して重複部分の説明を省略する。
【００８２】
　図７は、映像・音声データ送信時に参照されるビットレート・最大再送回数の構成例を
示す図であり、ＭＰＥＧストリームを伝送するＭＰＥＧレートの例である。
【００８３】
　図７において、ＭＰＥＧレートは、設定値に対してＭＰＥＧレート（Ｍｂｐｓ）と最大
再送回数がそれぞれ設定されている。設定値毎に最大／最小転送レートとＭＰＥＧレート
（Ｍｂｐｓ）を持つ。最大再送回数は通信状態が悪くなったときに映像・音声送信機１が
再送する回数である。
【００８４】
　例えば、図７中ａ．に示すように、通信状態が最も良い場合には設定値は「０ｘ２１」
が使用され、ＭＰＥＧレートは７．８６（Ｍｂｐｓ）最大再送回数は「１」であるが、通
信状態が悪くなったとき、その程度に応じて例えば図７中ｂ．に示すように、設定値「０
ｘ１６」のＭＰＥＧレート７．１８（Ｍｂｐｓ）、最大再送回数は「２」が設定され、さ
らに、例えば図７中ｃ．に示すように、設定値「０ｘ０Ｃ」のＭＰＥＧレート５．８５（
Ｍｂｐｓ）、最大再送回数は「４」が設定される。なお、設定値とＭＰＥＧレートは一例
でありこれに限定されるものではない。このように、通信状態に応じてビットレートを可
変にするものである。
【００８５】
　図６のフローチャートを参照しながら、本実施の形態に係る無線通信装置における送信
機側の動作の流れを説明する。
【００８６】
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　まず、ステップＳ２５で受信したエラー情報に基づいてビッレートと再送回数を設定し
たとき、あるいは、ステップＳ２６で元のビットレートと最大再送回数の設定値に戻した
ときは、ステップＳ３１で映像・音声受信機２側受信エラーレートが急激に増加したか否
かを判別する。
【００８７】
　ここで、エラーレートが急激に増加したか否かの判定は、検出値と前回値（一定時間前
の過去値を含む）との差分の絶対値が所定範囲を超えたときエラーレートが急激に増加し
たと判定する。判定方法は一例であり、エラーレートレベルに応じて閾値を変えるなど、
あらかじめシミュレーションなどにより適当な値が設定される。
【００８８】
　上記ステップＳ３１でエラーレートが急激に増加していなければ、ステップＳ３２で映
像・音声受信機２側電界強度が急激に低下したか否かを判別する。電界強度が急激に低下
したか否かの判定は、上記ステップＳ３１の判定処理と同様の方法により判定できる。
【００８９】
　上記ステップＳ３１で受信エラーレートが急激に増加したとき、あるいは、ステップＳ
３２で映像・音声受信機２側電界強度が急激に低下したときには、なんらかの理由で通信
状態が急激に悪化したと判断してステップＳ３３でビットレートを最下位ランクに設定し
てステップＳ２７に進む。
【００９０】
　例えば、図７中ｂ．に示すように、設定値「０ｘ１６」のＭＰＥＧレート７．１８（Ｍ
ｂｐｓ）に設定されている場合、受信エラーレート又は電界強度が急激に低下したときに
は、図７中ｄ．に示すように、ビットレートを１段階ずつではなく、最下位ランクまで一
気に落とす。これにより、通信妨害等通信状態が急激に悪化した時には映像や音声に目に
見えうる妨害が顕在化する前に、ビットレートを一気に下げ再送回数を増やすことにより
、通信の確保を図ることができる。
【００９１】
　図６のフローチャートに戻って、上記ステップＳ３２で映像・音声受信機２側電界強度
が急激に低下していなければ、ステップＳ３４で映像・音声受信機２側受信エラーレート
が徐々に増加したか否かを判別する。
【００９２】
　ここで、エラーレートが徐々に増加したか否かの判定は、例えば検出値と前回値（一定
時間前の過去値を含む）との差分の比較により判定できる。エラーレートが徐々に増加し
ていなければ、ステップＳ３５で映像・音声受信機２側電界強度が徐々に低下したか否か
を判別する。電界強度が徐々に低下したか否かの判定は、上記ステップＳ３４の判定処理
と同様の方法により判定できる。
【００９３】
　上記ステップＳ３４で受信エラーレートが徐々に増加したとき、あるいは、ステップＳ
３５で映像・音声受信機２側電界強度が徐々に低下したときには、ステップＳ３６でビッ
トレートを所定段階ずつ（例えば、ワンランクずつ）落として設定してステップＳ２７に
進む。
【００９４】
　例えば、図７中ａ．に示す設定値のＭＰＥＧレート７．８６（Ｍｂｐｓ）をワンランク
落として、図７中ｅ．に示す設定値のＭＰＥＧレート７．８１（Ｍｂｐｓ）に設定する。
なお、設定値とＭＰＥＧレートは一例でありこれに限定されるものではない。例えば、上
記の場合、図７中ａ．に示す設定値のＭＰＥＧレート７．８６（Ｍｂｐｓ）から、図７中
ｂ．に示す設定値のＭＰＥＧレート７．１８（Ｍｂｐｓ）に落として設定してもよい。
【００９５】
　上記ステップＳ３５で映像・音声受信機２側電界強度が徐々に低下していなければその
ままステップＳ２７に進む。これにより、通信状態が徐々に悪化した時には、ビットレー
トを段階的に下げて通信は確保しつつ、なるべく画質・音質を落とさないようにすること
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が可能になる。
【００９６】
　〔実施の形態３〕
　本発明のさらに他の実施の形態について説明すれば、以下の通りである。なお、本実施
の形態では、本無線通信装置のビットレート及び再送回数変更方法について説明する。ハ
ード的構成については、前記実施の形態１で説明した図１及び図２と同様であるため説明
を省略する。
【００９７】
　図８は、本無線通信装置の映像・音声送信機１側の無線伝送レート変更動作を示すフロ
ーチャートである。図５と同一処理を行うステップには同一ステップ番号を付して重複部
分の説明を省略する。
【００９８】
　図８に示すのフローチャートにおいて、ステップＳ２５で受信したエラー情報に基づい
てビッレートと再送回数を設定したとき、あるいは、ステップＳ２６で元のビットレート
と最大再送回数の設定値に戻したときは、ステップＳ４１で映像・音声受信機２側受信エ
ラーレートが適正レベルか否かを判別する。
【００９９】
　ここで、エラーレートが適正レベルであることは、検出値が妨害がないレベルの範囲に
あるか否かで判定する。判定方法は一例であり、エラーレートレベルに応じて閾値を変え
るなど、あらかじめシミュレーションなどにより適当な値が設定される。
【０１００】
　上記ステップＳ４１でエラーレートが適正レベルにないときは、ステップＳ４２で映像
・音声受信機２側電界強度が適正レベルにあるか否かを判別する。エラーレート又は電界
強度が適正レベルにあることを示す閾値は、あらかじめシミュレーションなどにより適当
な値が設定される。
【０１０１】
　上記ステップＳ４１で受信エラーレートが適正レベルにあるとき、あるいは、ステップ
Ｓ４２で映像・音声受信機２側電界強度が適正レベルにあるときには、エラーレート及び
／又は電界強度が妨害のないレベルまで回復していると判断してステップＳ４３でビット
レートを最上位ランクに設定してステップＳ２７に進む。
【０１０２】
　例えば、図７中ｂ．に示すように、設定値「０ｘ１６」のＭＰＥＧレート７．１８（Ｍ
ｂｐｓ）に設定されている場合、ビットレートを１段階ずつではなく、図７中ａ．に示す
最上位ランクまで一気に上げる。これにより、通信状態が回復した時には画質・音質を迅
速に高めることができる。ここで、ステップＳ４１及びステップＳ４２において、エラー
レート又は電界強度の適正レベルにある判定を複数段階としてもよい。例えば、第１の適
正レベルと該第１の適正レベルよりレベルの低い第２の適正レベルとの２段階とし、第１
の適正レベルに達した場合に最上位ランクまで一気に上げ、第２の適正レベルに達した場
合には最上位ランクの中間レベルとする制御も可能である。
【０１０３】
　図８のフローチャートに戻って、上記ステップＳ４２で映像・音声受信機２側電界強度
が適正レベルになければ、ステップＳ４４で映像・音声受信機２側受信エラーレートが徐
々に低下したか否かを判別する。エラーレートが徐々に低下したか否かの判定は、例えば
検出値と前回値（一定時間前の過去値を含む）との差分の比較により判定できる。エラー
レートが徐々に低下していなければ、ステップＳ４５で映像・音声受信機２側電界強度が
徐々に増加したか否かを判別する。電界強度が徐々に低下したか否かの判定は、上記ステ
ップＳ４４の判定処理と同様の方法により判定できる。
【０１０４】
　上記ステップＳ４４で受信エラーレートが徐々に低下したとき、あるいは、ステップＳ
４５で映像・音声受信機２側電界強度が徐々に増加したときには、ステップＳ４６でビッ
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トレートを所定段階ずつ（例えば、ワンランクずつ）落として設定してステップＳ２７に
進む。
【０１０５】
　例えば、図７中ｂ．に示す設定値のＭＰＥＧレート７．１８（Ｍｂｐｓ）をワンランク
上げて、図７中ｆ．に示す設定値のＭＰＥＧレート７．２６（Ｍｂｐｓ）に設定する。な
お、設定値とＭＰＥＧレートは一例でありこれに限定されるものではない。上記ステップ
Ｓ４５で映像・音声受信機２側電界強度が徐々に低下していなければそのままステップＳ
２７に進む。
【０１０６】
　これにより、通信状態が妨害なしレベルに戻っていれば、ビットレートを最上位ランク
まで一気に上げて高画質・高音質を再現し、通信状態が徐々に回復した時には、ビットレ
ートを段階的に上げて通信を確保しつつ、画質・音質を徐々に上げることが可能になる。
【０１０７】
　ここで、一度妨害が発生した場合、瞬時に戻ることは考えにくいため、エラーレート、
電界強度を毎回ではなく数回置きに確認する態様でもよい。この場合は、上記ステップＳ
４１～ステップＳ４６を複数回おきに実行すればよい。
【０１０８】
　〔実施の形態４〕
　本発明のさらに他の実施の形態について説明すれば、以下の通りである。
【０１０９】
　図９は、本実施の形態の無線通信装置の構成を示すブロック図である。本実施の形態の
無線通信装置として、図１３に示すように、ディスプレイ分離型のワイヤレスＴＶ受信機
に適用した例である。
【０１１０】
　すなわち、上記ワイヤレスＡＶシステム１０１は、図１３に示すように、ＴＶ本体ユニ
ット１０３とワイヤレスセンタユニット１０２とで構成されている。
【０１１１】
　上記ＴＶ本体ユニット１０３は、バッテリ内蔵でワイヤレスのＴＶ受像機を含んでおり
、また、リモートコントローラ（以下、リモコンと称する）１３０を備えて、該ＴＶ本体
ユニット１０３を介してワイヤレスセンタユニット１０２に接続されたビデオデッキなど
のリモコン操作ができるようになっている。
【０１１２】
　図９において、ワイヤレスＡＶシステム１０１は、ベース機器としてのワイヤレスセン
タユニット（以下、ワイヤレスセンタという）１０２と、ポータブル端末としてのテレビ
ジョン（ＴＶ）本体ユニット（以下、ＴＶ本体という）１０３とから構成され、ワイヤレ
スセンタ１０２（無線通信装置，送信機，センタ装置）とＴＶ本体１０３（無線通信装置
，受信機，表示装置）とはペアとなって無線伝送ネットワークを構成する。
【０１１３】
　ワイヤレスセンタ１０２は、ＢＳ端子１１１、Ｕ／ＶＨＦアンテナ端子１１２、ダイバ
ーシティ端子１１３の各アンテナ端子と、デジタルＶＴＲ、ＤＶＤプレーヤなどの機器を
接続するＳ端子付きビデオ１入力端子１１４、デコーダ入力／ビデオ２入力端子１１５、
モニタ／ＢＳ出力／ビデオ３入力端子１１６、ＡＣ電源部１１７及びＣａｒ－ＤＣ電源部
１１８を備える。
【０１１４】
　上記ＴＶ本体１０３は、デジタルＶＴＲ，ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）プレーヤ
などの機器を接続するＴＶ出力／ビデオ４入力端子１２１、ＡＣ電源部１２２及びＣａｒ
－ＤＣ電源部１２３を備える。
【０１１５】
　また、ＴＶ本体１０３は、ワイヤレスセンタ１０２と分離可能でバッテリ内蔵により携
帯又は可搬できる薄型表示装置であり、例えば液晶テレビジョン（以下、液晶テレビとい
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う）、無機ＥＬ／有機ＥＬディスプレイ、プラズマディスプレイなどの種々の表示装置を
含む広い概念であり、表示機構により限定されるものではない。また、本明細書において
、ＴＶ本体１０３は、主として表示機能や音響機能などを有し、一方、ワイヤレスセンタ
１０２は、主としてチューナ部やＴＶ本体１０３を制御する制御機能などを収容する。本
実施の形態によるＴＶ本体１０３は、薄型表示装置として液晶テレビを例にして説明する
。
【０１１６】
　ワイヤレスセンタ１０２とＴＶ本体１０３間は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ規格に準拠す
るＳＳ（Spread Spectrum：スペクトラム拡散）無線方式によりデータが送受信される。
最近、周波数帯として５ＧＨｚ帯が開放され、２．４ＧＨｚ帯の代わりに５ＧＨｚ帯を用
いる態様でもよい。ワイヤレスセンタ１０２からＴＶ本体１０３へのデータ伝送は、ＭＰ
ＥＧ（Moving Picture Expert Group）２の映像圧縮フォーマットを用いて、動画像伝送
やDVD-Video、デジタル放送を１０Ｍｂｐｓを超える通信回線で伝送する。また、ワイヤ
レスセンタ１０２とＴＶ本体１０３間のコマンド伝送は、ＳＳ無線方式により行う。
【０１１７】
　ＭＰＥＧビデオやＭＰＥＧオーディオの符号化されたストリーム（ビット列）、さらに
他の符号化ストリームも含めて実際のアプリケーションに適用する場合には、同期を含め
て符号化ストリームを多重化して統合し１本化するとともに、そのストリームを蓄積メデ
ィアやネットワーク等が持つ、固有の物理フォーマットやプロトコルに適合したデータ形
式にする必要がある。
【０１１８】
　ＭＰＥＧ２システムには、ＭＰＥＧ１と同様に１つのプログラムを構成するプログラム
・ストリーム（ＭＰＥＧ２－ＰＳ，ＰＳ：Program Stream）と、複数のプログラムを構成
できるトランスポート・ストリーム（ＭＰＥＧ２－ＴＳ，ＴＳ：Transport Stream）とが
ある。
【０１１９】
　ＭＰＥＧストリームは、１ビットのフラグも多数あるがヘッダなどの各単位ごとにバイ
ト整列されたバイト・ストリームである。ＭＰＥＧシステム全体に共通した構造として固
定長でないデータ部分には、長さを示す情報が先行して置かれ、不要な場合はその部分を
スキップしたり、次のデータ群の先頭を確認して信頼性の高い分離処理ができるデータ構
造となっている。
【０１２０】
　ＭＰＥＧ２符号化方式に準拠し、圧縮された映像、音声信号を受信する装置は、復号化
側において映像、音声データのオーバーフロー、アンダーフローの防止するために、符号
化側での映像、音声サンプリング周波数と、復号化側での映像、音声サンプリング周波数
またはＳＴＣ（System Time Clock）を一致させる必要がある。
【０１２１】
　そのため、復号化装置ではＭＰＥＧ２システム規格（ＩＳＯ／ＩＥＣ規格１３８１８－
１）で規定されたＰＣＲ（Program Clock Reference：プログラム時刻基準参照値）また
はＳＣＲ（System Clock Reference：システム時刻基準参照値）を用いることにより、符
号化側の映像、音声サンプリング周波数と復号化側の映像、音声サンプリング周波数を一
致させている。
【０１２２】
　図１０は、上記ワイヤレスＡＶシステムのワイヤレスセンタ１０２の構成を示すブロッ
ク図である。
【０１２３】
　図１０において、ワイヤレスセンタ１０２は、ＢＳ端子１１１に接続され選局信号によ
りＢＳ放送を受信・選局するＢＳチューナ１３１と、Ｕ／ＶＨＦアンテナ端子１１２に接
続され選局信号によりＵ／ＶＨＦ放送を受信・選局するＵ／ＶＨＦチューナ１３２と、Ｂ
Ｓチューナ１３１又はＵ／ＶＨＦチューナ１３２で受信・選局された映像・音声（ＡＶ）
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信号を復調する映像・音声復調部１３３と、音声切換信号により受信した音声とＥＰＧ（
Electrical Program Guide：電子番組ガイド）などの番組に関する情報とを切換える音声
切換部１３４と、ソース選択信号により受信した映像・音声情報、番組に関する情報、ビ
デオ１入力端子１１４、デコーダ入力／ビデオ２入力端子１１５、モニタ／ＢＳ出力／ビ
デオ３入力端子１１６からの外部入力情報を選択する第１のセレクタ１３５と、ＴＶコマ
ンドを送受信して第１のセレクタ１３５により選択されたデータをＭＰＥＧ２の映像圧縮
フォーマットに変換し、ＳＳ無線方式によりＴＶ本体１０３に送信するＳＳ送信ユニット
１３６（送信手段，受信手段，第２の送信手段，第２の受信手段）と、選局信号１４１、
音声切換信号１４２、ソース選択信号１４３等を送信するとともに、ＴＶコマンド１４４
を送受信して装置全体の制御を行うワイヤレスセンタマイクロコンピュータ（以下、マイ
コンという）１３７（伝送レート設定手段）と、ワイヤレスセンタマイコン１３７の制御
プログラム、通信制御データ、さらにコンテンツ毎に設定されたＭＰＥＧレートの種々の
データを記憶する電気的に書換可能な不揮発性メモリであるＥＥＰＲＯＭ（electrically
 erasable programmable ROM）１３８（設定値記憶手段）とを備えて構成される。
【０１２４】
　ワイヤレスセンタ１０２は、放送受信用チューナを複数（ここでは２台）備え、複数の
ＢＳチューナ１３１、Ｕ／ＶＨＦチューナのうち少なくとも１つは地上デジタル放送受信
可能なチューナであってもよい。
【０１２５】
　ＳＳ送信ユニット１３６は、第１のセレクタ１３５により選択されたデータをデジタル
信号に変換するＡ／Ｄ変換部１５１、データをＭＰＥＧ２の映像圧縮フォーマットに変換
するＭＰＥＧ２エンコーダ１５２、送信データをＳＳ無線方式により送信するＳＳ無線機
及び無線制御部からなるＳＳ無線送信エンジン１５３、及びＳＳ送信ユニット各部を制御
するとともに、電波状態を検出する第１のＳＳ－ＣＰＵ１５４（通信状態検出手段）を備
えて構成される。
【０１２６】
　ＥＥＰＲＯＭ１３８は、前記図７に示すようにコンテンツ毎に設定されたＭＰＥＧレー
トをテーブルで記憶する。ＥＥＰＲＯＭ１３８に書き込むプログラムを変えることによっ
てワイヤレスセンタ１０２及びＴＶ本体１０３における各種の仕様を変更することができ
る。すなわち、最近ではシステム開発のデバッグごとにマスクＲＯＭを変更する時間損失
を回避するため、プログラムＲＯＭを不揮発性メモリ、例えばＥＰＲＯＭ，ＥＥＰＲＯＭ
とし、プログラム開発・修正時間の短縮の大幅な短縮を図っている。また、プログラムを
ダウンロードしてＥＥＰＲＯＭのプログラム内容を書き換えるようにすれば機能のアップ
グレードや機能の変更を容易に行うことが可能になる。
【０１２７】
　ＳＳ無線送信エンジン１５３は、ＴＶ本体１０３のＳＳ受信ユニット１６１（図１１で
後述する）に、ＭＰＥＧ２ストリームやコマンド等を送信する送信機能と、ＳＳ受信ユニ
ット１６１からコマンド等を受信する受信機能とを備える。
【０１２８】
　特に、第１のＳＳ－ＣＰＵ１５４は、受信電波の電界強度、エラー率に基づく再送要求
によりワイヤレスセンタ１０２とＴＶ本体１０３間の通信状態（電波の強弱、通信路の妨
害）を検出する電波状態検出手段としての機能を備える。検出された電波状態を示す情報
は、ＴＶコマンド１４４としてワイヤレスセンタマイコン１３７に送られる。本実施の形
態では、ワイヤレスセンタマイコン１３７の第１のＳＳ－ＣＰＵ１５４が上記電波状態検
出機能を備える構成を示したが、ＴＶ本体１０３の第２のＳＳ－ＣＰＵ１８４が同様の機
能を備え、検出した電波状態を示す情報をＴＶ本体１０３からワイヤレスセンタ１０２に
コマンド伝送する態様でもよい。あるいは、第１のＳＳ－ＣＰＵ１５４及び第２のＳＳ－
ＣＰＵ１８４双方が電波状態検出機能を備える構成でもよい。さらに、上記電波状態検出
機能をＴＶマイコン１６４又はワイヤレスセンタマイコン１３７が行う態様でもよい。
【０１２９】
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　ワイヤレスセンタマイコン１３７は、装置全体の制御を行うとともに、図７に示すよう
に複数の伝送レートと再送回数とを組み合わせた設定値を予めテーブル形式で記憶すると
ともに、ＴＶ本体１０３から送信されたエラー情報に基づいて記憶された設定値を選択し
、該選択した設定値に基づく伝送レート及び再送回数を設定する制御を行う。
【０１３０】
　ここで、ワイヤレスＡＶシステムを実現するための技術として、例えば２０００年１月
に標準化が完了したＨＡＶｉ（Home Audio/Video Interoperability）Architectureと呼
ばれる標準仕様がある。この仕様は、HAVi V1.0 Specification版の概要部分（1 General
の1.1 Scope）に記述されているように、家庭用電化製品やコンピュータを接続して、ユ
ーザがある機器を使って別の機器を操作するためのインターフェースの提供を実現してい
る。ＨＡＶｉ仕様書では、一例としてＩＥＥＥ１３９４とＩＥＣ（International Electr
otechnical Commission）６１８８３準拠の家庭用電化製品によるネットワークの構築を
想定している。また、同仕様書の同概要部分にあるように、ＨＡＶｉによって実現された
ネットワークに接続されている機器をすべてのユーザが自由に使用できる。このように、
家庭内にあるＡＶ機器を接続してＡＶネットワークを構築することにより、ユーザは離れ
た部屋にある機器であっても自由に組み合わせて使用できる。
【０１３１】
　また、このような家庭内ＡＶネットワークのほかに、送信機であるワイヤレスセンタ１
０２、受信機であるＴＶ本体１０３は、例えば無線通信を行う携帯電話機／ＰＨＳ（Pers
onal Handy-Phone System）（登録商標）や携帯情報端末（以下、ＰＤＡ（Personal Digi
tal Assistants）という）などの無線通信端末であってもよい。
【０１３２】
　図１１は、上記ワイヤレスＡＶシステムのＴＶ本体１０３の構成を示すブロック図であ
る。
【０１３３】
　図１１において、ＴＶ本体１０３は、ＴＶコマンドを送受信してワイヤレスセンタ１０
２のＳＳ送信ユニット１３６から送信されたＭＰＥＧ２ストリームやコマンド伝送データ
を受信するとともに、受信したＭＰＥＧ２ストリームなどを元データにデコード（復元）
するＳＳ受信ユニット１６１（送信手段，受信手段，第１の送信手段，第１の受信手段）
と、ＳＳ受信ユニット１６１により復元したデータとＴＶ出力／ビデオ４入力端子１２１
を介して外部から入力されるＡＶ信号とを選択する第２のセレクタ１６２と、映像信号を
表示し音声信号を出力するＬＣＤ等からなるＴＶ表示部１６３と、ＴＶコマンド１７１を
送受信するとともに、ソース選択信号１７２、ＯＳＤ（オン・スクリーン・ディスプレイ
）１７３等を送信して装置全体の制御を行うＴＶマイコン１６４と、ＴＶマイコン１６４
の制御プログラム、通信制御データ、さらに通信チャンネル変更プログラム等の種々のデ
ータを記憶する電気的に書換可能な不揮発性メモリであるＥＥＰＲＯＭ１６５と、図示し
ないリモートコントロール装置（以下、リモコン装置という）からの制御コマンドを受光
するリモコン受光部１６６と、バッテリ１６７と、バッテリ１６７の充放電を制御するバ
ッテリチャージャマイコン１６８とを備えて構成される。
【０１３４】
　ＳＳ受信ユニット１６１は、ＳＳ無線方式により送信されたデータを受信するＳＳ無線
機及び無線制御部からなるＳＳ無線受信エンジン１８１、受信したＭＰＥＧ２ストリーム
をデコードするＭＰＥＧ２デコーダ１８２、デコードされたデータをアナログ信号に変換
するＤ／Ａ変換部１８３、及びＳＳ受信ユニット各部を制御するとともに、電波状態を検
出する第２のＳＳ－ＣＰＵ１８４（通信状態検出手段，エラー判定手段，電界強度判定手
段）を備えて構成される。
【０１３５】
　ＳＳ無線受信エンジン１８１は、ワイヤレスセンタ１０２のＳＳ送信ユニット１３６か
らのＭＰＥＧ２ストリームやコマンド等を受信する受信機能と、ＳＳ受信ユニット１６１
からコマンド等を送信する送信機能とを備える。
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【０１３６】
　ＴＶマイコン１６４は、内部にＯＳＤ発生機能部を有し、チャンネル、時刻、音量など
の情報をテレビ等の画面上に表示する。ＴＶ等の映像装置、テレビ会議システム等の電子
機器では、チャンネル、時刻、音量などの情報をテレビ画面上に表示することが一般的に
なっている。ＯＳＤのデータは画像ではなく、ビットマップと呼ばれる形式で保持されて
おり、このビットマップからＹ，Ｃｂ，Ｃｒで表されるＹＵＶ形式の画素値に変換され、
その変換された画素がテレビ放送などの原画像の上に重畳される。また、ＴＶ出力／ビデ
オ４入力端子１２１に図示しないＤＶＤ等の画像再生装置を接続すれば、表示画面上に再
生画像に重畳してＯＳＤ表示が可能である。
【０１３７】
　また、図示は省略するが、ＴＶ本体１０３は、スピーカ、キー入力部、カード型外部拡
張記憶媒体を挿脱するためのスロット等を備え、カード型外部拡張記憶媒体を該スロット
に装着してデータを直接読み取る構成としてもよい。カード型外部拡張記憶媒体は、例え
ば電源バックアップにより書き込まれた情報を保持するＳＲＡＭ（Static RAM）カードや
電源バックアップが不要なフラッシュメモリ等からなるコンパクトフラッシュ（登録商標
）（ＣＦ）、スマートメディア、メモリスティク、さらにはコンパクトフラッシュ（登録
商標）と同程度の大きさ又はＰＣカードTypeIIに装着可能な超小型ハードディスクドライ
ブ（ＨＤＤ）等である。
【０１３８】
　リモコン受光部１６６は、ＩＲ（Infrared Rays：赤外線）を使用する光通信ポート部
であり、ＴＶ本体１０３又はワイヤレスセンタ１０２に対して各種操作を行うリモコン装
置からの光信号を受光する。具体的には、赤外線を利用してデータを伝送するための規格
、ＩｒＤＡ（Infrared Data Association），ＡＳＫ等に準拠して光通信を行うためのＩ
／Ｏポート、又は電波による無線通信ポートである。
【０１３９】
　バッテリ１６７は、ＴＶ本体１０３各部に所定の電源を供給する。バッテリチャージャ
マイコン１６８は、バッテリ１６７が充電可能状態になったとき、例えばＴＶ本体１０３
がワイヤレスセンタ１０２やその他のクレードル等に装着されたことを検知し、バッテリ
１６７の充電媒体に対し電力供給端子（いずれも図示略）を介して充放電の制御を行う。
バッテリチャージャマイコン１６８は、具体的にはバッテリパックの放電電流を積算し、
バッテリパックの残存容量が所定値以下になったと判断したときに充電を開始するととも
に、充電時にはバッテリパックへの充電電流を積算しバッテリパックが満充電状態になっ
たと判断したときに充電を停止させる。充電されたバッテリ１６７は、ＴＶ本体１０３が
商用電源から切り離された場合に携帯ＴＶの主電源となり、本体各部に電力を供給する。
【０１４０】
　以上説明したように、本実施の形態に係るワイヤレスＡＶシステム１０１は、映像及び
音声データを所定のＭＰＥＧレートで送受信するワイヤレスセンタ１０２及びＴＶ本体１
０３とから構成され、ワイヤレスセンタ１０２は、装置全体の制御を行うワイヤレスセン
タマイコン１３７、設定されたＭＰＥＧレートを記憶するＥＥＰＲＯＭ１３８、及び受信
電波の電界強度、エラー率に基づく再送要求によりワイヤレスセンタ１０２とＴＶ本体１
０３間の通信状態を検出する第１のＳＳ－ＣＰＵ１５４を備え、ワイヤレスセンタマイコ
ン１３７は、検出された通信状態に基づいて、送信する映像及び音声データの伝送レート
を設定する制御を行うので、通信状態が変化したとき（特に、悪化したとき）、従来例の
ようにユーザが手動でビットレートを下げたり固定的にビットレートを下げるのではなく
ＡＶデータに応じてビットレートを自動的に設定することにより、通信状態が悪化した場
合であっても、映像及び音声データの劣化を最小限に抑え、ニュース番組など情報伝達性
が要求されるデータについてはできるだけデータ伝送を維持することができる。
【０１４１】
　なお、本発明の無線通信装置、送信機、受信機、無線通信システム及びワイヤレスＡＶ
システムは、上述の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
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囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。例えば、ワイヤレスＡＶ機器として
携帯ＴＶとしているが、ＴＶ受信機に限らず無線通信機能を持った又はその融合された装
置に適用可能である。例えば、ＡＶ機器として、ＶＴＲ（Video Tape Recorder）のほか
、ＨＤＤやＤＶＤに記録する記録再生装置でもよい。また、データ送受信のできる装置と
して、パソコンに代表される情報機器機能に融合された装置であってもよく、全てのシス
テムに適用可能である。また、送受信データの内容はどのようなものであってもよい。
【０１４２】
　また、本実施の形態では、ＴＶ受信機で説明したが、これに限定されるものではなく、
前述のように、チューナとパソコンや、チューナを使用する他のＡＶ機器にも応用できる
。
【０１４３】
　また、上記無線通信装置、送信機、受信機及びワイヤレスＡＶシステムを構成する各処
理部等の種類、設定情報の種類・形式などは前述した実施形態に限られない。特に、ＨＡ
Ｖｉに準拠する機器に適用して好適である。
【０１４４】
　また、ＡＶデータは、ＭＰＥＧ２符号化方式に準拠したＭＰＥＧストリームにより伝送
しているが、データ伝送は他のＭＰＥＧ方式によるＭＰＥＧストリームやＭＰＥＧストリ
ーム以外のデータ伝送にも同様に適用できる。また、図６に示すコンテンツ種別とＭＰＥ
Ｇレートは一例でありこれに限定されるものではない。
【０１４５】
　また、本実施の形態では無線通信装置、無線通信システム、ワイヤレスＡＶシステム及
び無線伝送方法という名称を用いたが、これは説明の便宜上であり、無線伝送機器、ＡＶ
データ通信装置、情報通信方法等であってもよい。
【０１４６】
　以上説明した無線通信装置、送信機、受信機及びワイヤレスＡＶシステムは、この無線
通信装置、送信機、受信機及びワイヤレスＡＶシステムを機能させるためのプログラムで
も実現される。このプログラムはコンピュータで読み取り可能な記録媒体に格納されてい
る。本発明では、この記録媒体として、メインメモリそのものがプログラムメディアであ
ってもよいし、また外部記憶装置としてプログラム読み取り装置が設けられ、そこに記録
媒体を挿入することで読み取り可能なプログラムメディアであってもよい。いずれの場合
においても、格納されているプログラムはＣＰＵがアクセスして実行させる構成であって
もよいし、あるいはいずれの場合もプログラムを読み出し、読み出されたプログラムは、
図示されていないプログラム記憶エリアにダウンロードされて、そのプログラムが実行さ
れる方式であってもよい。このダウンロード用のプログラムは予め本体装置に格納されて
いるものとする。
【０１４７】
　ここで、上記プログラムメディアは、本体と分離可能に構成される記録媒体であり、磁
気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピー（登録商標）ディスクやハードディ
スク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ等の光ディスクのディスク系
、ＩＣカード／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯ
Ｍ、フラッシュＲＯＭ等による半導体メモリを含めた固定的にプログラムを担持する媒体
であってもよい。
【０１４８】
　さらに、図示されていないが、外部の通信ネットワークとの接続が可能な手段を備えて
いる場合には、その通信接続手段を介して通信ネットワークからプログラムをダウンロー
ドするように、流動的にプログラムを担持する媒体であってもよい。なお、このように通
信ネットワークからプログラムをダウンロードする場合には、そのダウンロード用プログ
ラムは予め本体装置に格納しておくか、あるいは別な記録媒体からインストールされるも
のであってもよい。なお、記録媒体に格納されている内容としてはプログラムに限定され
ず、データであってもよい。
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【０１４９】
　以上、詳述したように、本発明によれば、固定ビットレート無線伝送による画像や音声
などの伝送中に、周囲からの妨害などにより、エラーが発生し、画像や音声に乱れが生じ
た際、一時的に自動で伝送ビットレートを下げ、エラーデータの最大再送回数を増やすこ
とにより、エラー耐性を強化することができる。
【０１５０】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１５１】
　なお、上記実施形態の無線通信装置の各部や各処理ステップは、ＣＰＵなどの演算手段
が、ＲＯＭ（Read Only Memory）やＲＡＭなどの記憶手段に記憶されたプログラムを実行
し、キーボードなどの入力手段、ディスプレイなどの出力手段、あるいは、インターフェ
ース回路などの通信手段を制御することにより実現することができる。したがって、これ
らの手段を有するコンピュータが、上記プログラムを記録した記録媒体を読み取り、当該
プログラムを実行するだけで、本実施形態の無線通信装置の各種機能および各種処理を実
現することができる。また、上記プログラムをリムーバブルな記録媒体に記録することに
より、任意のコンピュータ上で上記の各種機能および各種処理を実現することができる。
【０１５２】
　この記録媒体としては、マイクロコンピュータで処理を行うために図示しないメモリ、
例えばＲＯＭのようなものがプログラムメディアであっても良いし、また、図示していな
いが外部記憶装置としてプログラム読取り装置が設けられ、そこに記録媒体を挿入するこ
とにより読取り可能なプログラムメディアであっても良い。
【０１５３】
　また、何れの場合でも、格納されているプログラムは、マイクロプロセッサがアクセス
して実行される構成であることが好ましい。さらに、プログラムを読み出し、読み出され
たプログラムは、マイクロコンピュータのプログラム記憶エリアにダウンロードされて、
そのプログラムが実行される方式であることが好ましい。なお、このダウンロード用のプ
ログラムは予め本体装置に格納されているものとする。
【０１５４】
　また、上記プログラムメディアとしては、本体と分離可能に構成される記録媒体であり
、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フレキシブルディスクやハードディスク等
の磁気ディスクやＣＤ／ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ等のディスクのディスク系、ＩＣカード（メ
モリカードを含む）等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ（Erasable Progr
ammable Read Only Memory）、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable Rea
d Only Memory）、フラッシュＲＯＭ等による半導体メモリを含めた固定的にプログラム
を担持する記録媒体等がある。
【０１５５】
　また、インターネットを含む通信ネットワークを接続可能なシステム構成であれば、通
信ネットワークからプログラムをダウンロードするように流動的にプログラムを担持する
記録媒体であることが好ましい。
【０１５６】
　さらに、このように通信ネットワークからプログラムをダウンロードする場合には、そ
のダウンロード用のプログラムは予め本体装置に格納しておくか、あるいは別な記録媒体
からインストールされるものであることが好ましい。
【０１５７】
　また、従来の課題としては、以下のようなものがあり、これによって、本願の目的は以
下のようにもなる。
【０１５８】
　従来の無線通信機器にあっては、圧縮法として、可変ビットレートを想定しているため
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、毎データパケット送信ごとにエラーレートにより圧縮率及び再送回数を変化させる必要
がある。また、受信したデータのエラーレートが大きくなるほど圧縮率と再送回数とを大
きくするように要求することにより、圧縮率を上げすぎる場合があり、音声が、聞くに堪
えないものとなってしまう可能性もある。また、映像伝送に応用した場合、映像が、見る
に堪えないものとなってしまう可能性もある。
【０１５９】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであって、通信状態が悪化した場合で
あっても、映像及び音声データの劣化を最小限に抑え、エラー耐性を強化することができ
る無線通信装置、送信機、受信機、無線通信システム、ワイヤレスＡＶシステム、無線伝
送方法並びに動作制御プログラム及びそのプログラムを記録した記録媒体を提供すること
を目的とする。
【０１６０】
　本発明の無線通信装置は、以下のような構成であってもよい。
【０１６１】
　映像及び音声データを含むデータを所定のビットレートで伝送する無線通信装置におい
て、通信状態を検出する通信状態検出手段と、複数の伝送レートと再送回数とを組み合わ
せた設定値を記憶する設定値記憶手段と、前記検出された通信状態に基づいて、前記設定
値記憶手段に記憶された設定値を選択し、該選択した設定値に基づく伝送レート及び再送
回数を設定する伝送レート設定手段とを備えることを特徴とする無線通信装置。
【０１６２】
　また、前記通信状態検出手段は、受信電波の電界強度、又はエラー率、又はエラー率に
基づく再送要求回数により通信状態を検出するようにしてもよい。
【０１６３】
　前記通信状態検出手段は、通信リンクが確立された無線通信装置間の通信状態を検出す
るようにしてもよい。
【０１６４】
　前記映像及び音声データは、ＭＰＥＧ符号化方式に準拠したＭＰＥＧストリームにより
伝送されるようにしてもよい。
【０１６５】
　本発明の送信機は、以下のような構成であってもよい。
【０１６６】
　映像及び音声データを含むデータを所定のビットレートで送信する送信機において、デ
ータ伝送先からのエラー情報を受信する受信手段と、複数の伝送レートと再送回数とを組
み合わせた設定値を記憶する設定値記憶手段と、送信されたエラー情報に基づいて、前記
設定値記憶手段に記憶された設定値を選択し、該選択した設定値に基づく伝送レート及び
再送回数を設定する伝送レート設定手段と、前記設定値に基づく伝送レート及び再送回数
で映像及び音声データを送信する送信手段とを備えることを特徴とする送信機。
【０１６７】
　本発明の受信機は、以下のような構成であってもよい。
【０１６８】
　所定のビットレートで送信された映像及び音声データを受信する受信機において、映像
及び音声データを受信する受信手段と、受信データのエラーを判定するエラー判定手段と
、判定したエラー情報をデータ送信元に送信する送信手段とを備えるようにしてもよい。
【０１６９】
　前記エラー判定手段は、受信データの電界強度を判定し、前記送信手段は、前記エラー
判定手段により判定した電界強度をエラー情報として送信するようにしてもよい。
【０１７０】
　本発明の無線通信システムは、以下のような構成であってもよい。
【０１７１】
　映像及び音声データを含むデータを所定のビットレートで送受信する送信機と受信機か
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らなる無線通信システムにおいて、前記受信機は、前記送信機から送信される映像及び音
声データを受信する第１の受信手段と、受信データのエラーを判定するエラー判定手段と
、判定したエラー情報を前記送信機に送信する第１の送信手段とを備え、前記送信機は、
前記受信機から送信されるエラー情報を受信する第２の受信手段と、複数の伝送レートと
再送回数とを組み合わせた設定値を記憶する設定値記憶手段と、前記受信機から送信され
たエラー情報に基づいて、前記設定値記憶手段に記憶された設定値を選択し、該選択した
設定値に基づく伝送レート及び再送回数を設定する伝送レート設定手段と、前記設定値に
基づく伝送レート及び再送回数で映像及び音声データを送信する第２の送信手段とを備え
ることを特徴とする無線通信システム。
【０１７２】
　映像及び音声データを含むデータを所定のビットレートで送受信する送信機と受信機か
らなる無線通信システムにおいて、前記受信機は、前記送信機から送信される映像及び音
声データを受信する第１の受信手段と、受信データの電界強度を判定する電界強度判定手
段と、判定した電界強度をエラー情報として前記送信機に送信する第１の送信手段とを備
え、前記送信機は、前記受信機から送信されるエラー情報を受信する第２の受信手段と、
複数の伝送レートと再送回数とを組み合わせた設定値を記憶する設定値記憶手段と、前記
受信機から送信されたエラー情報に基づいて、前記設定値記憶手段に記憶された設定値を
選択し、該選択した設定値に基づく伝送レート及び再送回数を設定する伝送レート設定手
段と、前記設定値に基づく伝送レート及び再送回数で映像及び音声データを送信する第２
の送信手段とを備えることを特徴とする無線通信システム。
【０１７３】
　前記伝送レート設定手段は、最大再送回数でデータを再送してエラーが修正されなかっ
た場合に、伝送レートを下げるとともに、再送回数を増やすようにしてもよい。
【０１７４】
　前記伝送レート設定手段は、受信機側で検出された電界強度が、エラーが発生しやすい
所定レベル以下であった場合に、伝送ビットレートを下げるとともに、再送回数を増やす
ようにしてもよい。
【０１７５】
　前記伝送レート設定手段は、受信機側で受信したデータのエラーレートが、映像や音声
に影響を与える所定レベルであった場合に、伝送レートを下げるとともに、再送回数を増
やすようにしてもよい。
【０１７６】
　前記伝送レート設定手段は、受信機側で検出されたエラーレートが急激に増加した場合
、及び／又は電界強度が急激に低下した場合、伝送レートを最下位ランクまで下げるよう
にしてもよい。
【０１７７】
　前記伝送レート設定手段は、受信機側で検出されたエラーレートが徐々に増加した場合
、及び／又は電界強度が徐々に低下した場合、伝送レートを所定ランクずつ下げるように
してもよい。
【０１７８】
　前記伝送レート設定手段は、受信機側で検出されたエラーレートが妨害なしレベルにあ
る場合、及び／又は電界強度が妨害なしレベルにある場合、伝送レートを最上位ランクま
で上げるようにしてもよい。
【０１７９】
　前記伝送レート設定手段は、受信機側で検出されたエラーレートが徐々に低下した場合
、及び／又は電界強度が徐々に増加した場合、伝送レートを所定ランクずつ上げるように
してもよい。
【０１８０】
　上記の無線通信システムは、以下のようなＡＶシステムに適用してもよい。
【０１８１】
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　複数の無線通信装置を無線ネットワークを通じて接続するワイヤレスＡＶシステムであ
って、前記無線通信装置は、上記の構成の無線通信システムであることを特徴とするワイ
ヤレスＡＶシステム。
【０１８２】
　前記無線通信システムは、表示装置と、放送受信用チューナを有し、前記表示装置に映
像及び音声データを伝送するセンタ装置とからなるテレビジョン受信機であってもよい。
【０１８３】
　本発明の無線伝送方法は、以下のような構成であってもよい。
【０１８４】
　映像及び音声データを含むデータを所定のビットレートで伝送する無線伝送方法におい
て、通信状態を検出するステップと、複数の伝送レートと再送回数とを組み合わせた設定
値を記憶するステップと、検出された通信状態に基づいて、前記設定値を選択し、該選択
した設定値に基づく伝送レート及び再送回数を設定するステップとを有することを特徴と
する無線伝送方法。
【０１８５】
　本発明の制御プログラムは、以下のような構成であってもよい。
【０１８６】
　映像及び音声データを含むデータを所定のビットレートで伝送する無線伝送方法におい
て、通信状態を検出するステップと、複数の伝送レートと再送回数とを組み合わせた設定
値を記憶するステップと、検出された通信状態に基づいて、前記設定値を選択し、該選択
した設定値に基づく伝送レート及び再送回数を設定するステップ処理をコンピュータに実
行させるためのプログラム。
【０１８７】
　本発明の記録媒体は、以下のような構成であってもよい。
【０１８８】
　映像及び音声データを含むデータを所定のビットレートで伝送する無線伝送方法におい
て、通信状態を検出するステップと、複数の伝送レートと再送回数とを組み合わせた設定
値を記憶するステップと、検出された通信状態に基づいて、前記設定値を選択し、該選択
した設定値に基づく伝送レート及び再送回数を設定するステップ処理をコンピュータに実
行させるためのプログラムを記録したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録
媒体。
【０１８９】
　以上、詳述したように、本発明によれば、固定ビットレート無線伝送による画像や音声
などの伝送中に、周囲からの妨害などにより、エラーが発生し、画像や音声に乱れが生じ
た際、一時的に自動で伝送ビットレートを下げ、エラーデータの最大再送回数を増やすこ
とにより、エラー耐性を強化することができる。
【０１９０】
　また、本発明に係る無線通信装置は、映像及び音声データを含むデータを所定のビット
レートで伝送する無線通信装置において、送信相手からの信号に基づいて通信状態を検出
する通信状態検出手段と、上記通信状態検出手段によって検出された通信状態に基づいて
、上記ビットレートを可変制御しながら上記データを伝送するデータ伝送手段とを備え、
上記データ伝送手段は、検出された通信状態が所定の基準を満たさないときに、上記ビッ
トレートを一時的に下げてデータを伝送することを特徴としている。
【０１９１】
　上記データ伝送手段は、ビットレートを下げてデータ伝送をしているときに、上記通信
状態検出手段によって検出された通信状態が所定の基準を満たせば、ビットレートを所定
の水準まで上げてデータを伝送するようにしてもよい。
【０１９２】
　さらに、複数のビットレートと、データの再送回数とを組み合わせた設定値を記憶する
設定値記憶手段を備え、上記データ伝送手段は、検出された通信状態に基づいて、上記設
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定値記憶手段に記憶された設定値を選択し、選択した設定値に対応したビットレート及び
再送回数でデータを伝送するようにしてもよい。
【０１９３】
　上記映像及び音声データは、ＭＰＥＧ（Motion Picture Experts Group）符号化方式に
準拠したＭＰＥＧストリームにより伝送されるようにしてもよい。
【０１９４】
　本発明に係る無線通信システムは、映像及び音声データを含むデータを所定のビットレ
ートで送受信する送信機と受信機とからなる無線通信システムにおいて、上記受信機は、
上記送信機から受信したデータのエラーを判定し、この判定結果に基づいて通信状態を検
出する通信状態検出手段と、上記通信状態検出手段によって検出された通信状態をエラー
情報として上記送信機に伝送するエラー情報伝送手段とを備え、上記送信機は、上記通信
状態検出手段によって検出された通信状態に基づいて、上記ビットレートを可変制御しな
がら上記データを伝送するデータ伝送手段を備え、上記データ伝送手段は、検出された通
信状態が所定の基準を満たさないときに、上記ビットレートを一時的に下げてデータを伝
送することを特徴としている。
【０１９５】
　本発明に係るワイヤレスＡＶシステムは、複数の無線通信装置を無線ネットワークを通
じて接続するワイヤレスＡＶ（audio visual）システムにおいて、上記無線通信装置は、
請求項１に記載の無線通信装置であることを特徴としている。
【０１９６】
　本発明に係る無線伝送方法は、映像及び音声データを含むデータを所定のビットレート
で伝送する無線伝送方法において、送信相手からの信号に基づいて通信状態を検出する第
１のステップと、第１のステップによって検出した通信状態に基づいて、上記ビットレー
トを可変制御しながら上記データを伝送する第２のステップとを含み、上記第２のステッ
プにおいて、通信状態が所定の基準を満たさないときに、上記ビットレートを一時的に下
げてデータを伝送することを特徴としている。
【０１９７】
　本発明に係る制御プログラムは、上記構成の無線通信装置を動作させる制御プログラム
であって、コンピュータを上記の各手段として機能させるための制御プログラムであって
もよい。
【０１９８】
　本発明に係る記録媒体は、上記構成の制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り
可能な記録媒体であってもよい。
【０１９９】
　本発明に係る無線通信装置は、上記の課題を解決するために、映像及び音声データを含
むデータを所定のビットレートで伝送する無線通信装置において、送信相手からの信号に
基づいて通信状態を検出する通信状態検出手段と、上記通信状態検出手段によって検出さ
れた通信状態に基づいて、上記ビットレートを可変制御しながら上記データを伝送するデ
ータ伝送手段とを備え、上記データ伝送手段は、検出された通信状態が所定の基準を満た
さないときに、上記ビットレートを一時的に下げてデータを伝送することを特徴としてい
る。
【０２００】
　ここで、通信状態が所定の基準を満たさないとは、映像データであれば、大多数のユー
ザが見るに耐え難いレベルとなる通信状態を言い、また、音声データであれば、大多数の
ユーザが聞くに耐え難いレベルとなる通信状態を言う。
【０２０１】
　また、ビットレートを下げた場合には、映像や音声の品質を落とすことになるが、上記
のような通信状態が所定の基準を満たさない場合のような映像や音声にはならない程度に
ビットレートを下げればよい。
【０２０２】
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　従って、データ伝送手段が、検出した通信状態から所定の基準を満たさないときに、ビ
ットレートを一時的に下げてデータを伝送することで、映像及び音声データの劣化を最小
限に抑えることができる。
【０２０３】
　これにより、通信状態が悪化した場合であっても、映像及び音声データの劣化を最小限
に抑えることになり、結果として、送信する映像や音声全体の品質を下げないでデータ通
信を行うことができる。
【０２０４】
　また、上記ビットレートを下げてデータ伝送をしているときに、上記通信状態検出手段
によって検出された通信状態が所定の基準を満たせば、ビットレートを所定の水準まで上
げてデータを伝送するようにしてもよい。
【０２０５】
　これにより、映像及び音声データを劣化させる期間を必要最小限にすることができる。
この場合、上記の所定の基準としては、通信当初のビットレートまで上げるための基準で
あってもよく、通信当初のビットレートよりも低い値に上げるための基準であってもよく
、また、通信当初のビットレートよりも高い値に上げるための基準であってもよい。
【０２０６】
　さらに、複数のビットレートと、データの再送回数とを組み合わせた設定値を記憶する
設定値記憶手段を備え、上記データ伝送手段は、検出された通信状態に基づいて、上記設
定値記憶手段に記憶された設定値を選択し、選択した設定値に対応したビットレート及び
再送回数でデータを伝送するようにしてもよい。
【０２０７】
　この場合、通信状態が非常に悪い場合のようにデータ伝送のエラー率が高い場合であっ
ても、ビットレートを下げてデータの再送回数を多くするようにすれば、データの通信が
可能となる。つまり、通信状態の程度によって、データ伝送のビットレートとデータの再
送回数とを設定することができるので、エラー耐性を強化することができる。
【０２０８】
　上記映像及び音声データは、ＭＰＥＧ符号化方式に準拠したＭＰＥＧストリームにより
伝送されるようにしてもよい。
【０２０９】
　本発明に係る無線通信システムは、上記の課題を解決するために、映像及び音声データ
を含むデータを所定のビットレートで送受信する送信機と受信機とからなる無線通信シス
テムにおいて、上記受信機は、上記送信機から受信したデータのエラーを判定するエラー
判定手段と、上記エラー判定手段によって判定されたエラーをエラー情報として上記送信
機に伝送するエラー情報伝送手段とを備え、上記送信機は、上記受信機から伝送されたエ
ラー情報に基づいて、通信状態を検出する通信状態検出手段と、上記通信状態検出手段に
よって検出された通信状態が所定の基準を満たさないときに、上記ビットレートを一時的
に下げてデータを上記受信機に伝送するデータ伝送手段とを備えていることを特徴として
いる。
【０２１０】
　上記の構成によれば、通信状態が悪化した場合であっても、送信する映像や音声全体の
品質を下げることなく、映像及び音声データの劣化を最小限に抑えてデータ通信を行うこ
とができるシステムを実現できる。
【０２１１】
　また、上記の無線通信装置を複数ネットワークを通じて接続するワイヤレスＡＶシステ
ムに適用すれば、映像及び音声データの劣化を最小限に抑えたワイヤレスＡＶシステムを
実現できる。
【０２１２】
　本発明に係る無線通信装置は、以上のように、送信相手からの信号に基づいて通信状態
を検出する通信状態検出手段と、上記通信状態検出手段によって検出された通信状態に基
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づいて、上記ビットレートを可変制御しながら上記データを伝送するデータ伝送手段とを
備え、上記データ伝送手段は、検出された通信状態が所定の基準を満たさないときに、上
記ビットレートを一時的に下げてデータを伝送することで、通信状態が悪化した場合であ
っても、映像及び音声データの劣化を最小限に抑えることになり、結果として、送信する
映像や音声全体の品質を下げないでデータ通信を行うことができるという効果を奏する。
【産業上の利用可能性】
【０２１３】
　本発明の無線通信装置は、映像及び／又は音声データを無線伝送する、例えばディスプ
レイ分離型のワイヤレスＴＶ受信機のような家庭内ＡＶネットワークシステムに好適であ
るが、これに限定されず、携帯電話機／ＰＨＳ（登録商標）（Personal Handy-Phone Sys
tem）や携帯情報端末（ＰＤＡ（Personal Digital Assistants））などの無線通信機器に
広く適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０２１４】
【図１】本発明の第１の実施の形態の無線通信装置の動作概要を示す図である。
【図２】本実施の形態の無線通信装置の構成を示すブロック図である。
【図３】本実施の形態の無線通信装置の映像・音声受信機側の無線伝送レート変更動作を
示すフローチャートである。
【図４】本実施の形態の無線通信装置の映像・音声受信機側の無線伝送レート変更動作を
示すフローチャートである。
【図５】本実施の形態の無線通信装置の映像・音声送信機側の無線伝送レート変更動作を
示すフローチャートである。
【図６】本発明の第２の実施の形態の無線通信装置の映像・音声送信機側の無線伝送レー
ト変更動作を示すフローチャートである。
【図７】本実施の形態の無線通信装置の映像・音声データ送信時に参照されるビットレー
ト・最大再送回数の構成例を示す図である。
【図８】本発明の第３の実施の形態の無線通信装置の映像・音声送信機側の無線伝送レー
ト変更動作を示すフローチャートである。
【図９】本発明の第４の実施の形態の無線通信装置、送信機、受信機及びワイヤレスＡＶ
システムの構成を示すブロック図である。
【図１０】本実施の形態の無線通信装置、送信機、受信機及びワイヤレスＡＶシステムの
ワイヤレスセンタの構成を示すブロック図である。
【図１１】本実施の形態の無線通信装置、送信機、受信機及びワイヤレスＡＶシステムの
ＴＶ本体の構成を示すブロック図である。
【図１２】従来の音声データ通信装置の構成を示す図である。
【図１３】本発明の無線通信装置を利用したワイヤレスＡＶシステムの具体例の要部構成
を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０２１５】
　　１　映像・音声送信機（無線通信装置、送信機）
　　２　映像・音声受信機（無線通信装置、受信機）
　　３　ビデオソース
　　４　外部モニタ
　　５　入力部
　　６　送信部（データ伝送手段）
　　７　符号化部
　　８　ビットレート・再送回数設定部（データ伝送手段）
　　９　再送回数カウント部
　１０　受信部
　１１　受信部
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　１２　出力部
　１３　復号部
　１４　エラー判定部
　１５　エラーレート判定部
　１６　電界強度判定部
　１７　送信部
　１８　エラー情報生成部（通信状態検出手段）
１０１　ワイヤレスＡＶシステム（無線通信システム）
１０２　ワイヤレスセンタ（無線通信装置）
１０３　ＴＶ本体（無線通信装置）
１１１　ＢＳ端子
１１２　Ｕ／ＶＨＦアンテナ端子
１１３　ダイバーシティ端子
１１４　ビデオ１入力端子
１１５　デコーダ入力／ビデオ２入力端子
１１６　モニタ／ＢＳ出力／ビデオ３入力端子
１１７　ＡＣ電源部
１１８　Ｃａｒ－ＤＣ電源部
１２１　ＴＶ出力／ビデオ４入力端子
１２２　ＡＣ電源部
１２３　Ｃａｒ－ＤＣ電源部
１３０　リモコン
１３１　ＢＳチューナ
１３２　Ｕ／ＶＨＦチューナ
１３３　映像・音声復調部
１３４　音声切換部
１３５　第１のセレクタ
１３６　ＳＳ送受信ユニット（データ伝送手段）
１３７　ワイヤレスセンタマイコン
１３８　ＥＥＰＲＯＭ
１４１　選局信号
１４２　音声切換信号
１４３　ソース選択信号
１４４　ＴＶコマンド
１５１　Ａ／Ｄ変換部
１５２　ンコーダ
１５３　ＳＳ無線送受信エンジン
１５４　ＣＰＵ
１６１　ＳＳ送受信ユニット（データ伝送手段、通信状態検出手段）
１６２　第２のセレクタ
１６３　ＴＶ表示部
１６４　ＴＶマイコン
１６５　ＥＥＰＲＯＭ
１６６　リモコン受光部
１６７　バッテリ
１６８　バッテリチャージャマイコン
１７１　ＴＶコマンド
１７２　ソース選択信号
１７３　ＯＳＤ
１８１　ＳＳ無線送受信エンジン
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